
北海高等学校サッカー部ＯＢ会 会則 

2025年 5月 10日 

 

第 1章 総 則 

第１条（名 称） 

   本会は、北海高等学校サッカー部ＯＢ会と称する。 

 

第２条（所 在 地） 

   本会の本部事務所を札幌市東区北 34条東 1丁目 4－5に置く。 

 

第３条（目 的） 

   本会は、北海高等学校サッカー部への支援と会員相互の親睦を図り、 

北海高等学校サッカー部および母校の発展に寄与することを目的とする。 

 

第４条（事 業） 

   本会は、前条の目的達成のために次の事業を行う。 

１）年 1回の総会の開催 

２）北海高等学校サッカー部への支援に寄与する諸施策 

３）ＯＢ名簿の作成 

４）会費及び寄付金の管理 

５）その他、本会目的達成に必要な事業 

 

第５条（会 員） 

   本会員は、次の２種とする。 

１）会員     

北海高等学校サッカー部ＯＢであって、本会の目的に賛同した者。 

２）特別会員  

サッカー部部長及び部長の歴任者。 

      本会又はサッカー部に対して多大な貢献のあった者で役員会により推薦され

総会にて承認された者。ただし総会における議決権は有しない。 

    ３）準会員 

      北海高等学校サッカー部ＯＢであって、本会の目的に賛同した２２歳までの

者。準会員は、正会員になった年度からＯＢ会費を納める。 

 



第６条（個人情報の管理） 

会員に関する個人情報を適正に保護するために個人情報の取り扱いに関する 

規定を定める。 

※別紙参照 

 

 

第２章 役員 

第７条（役員の名称） 

   本会に次の役員を置く。 

    １）名誉会長     1名 

    ２）名誉顧問     若干名 

    ３）顧  問     1名 

    ４）監  事     若干名 

    ５）会  長     1名 

    ６）副 会 長     2名 

    ７）事 務 局     3名（会計含） 

    ８）会計監査     2名 

    ９）代表幹事     31期以降若干名 

   １０）各支部長     若干名 

 

第８条（役員の選任） 

１）会長、副会長及び監事は会長が委嘱した推薦委員（推薦委員会）が選考し、 

総会において承認を得て決定する。 

２）各役員の選任については会長に一任する。 

 

第９条（役員の職務） 

    １）顧  問     会長の要請により、答申を行うことができる。 

    ２）監  事     会務の執行状況を監査する。 

    ３）会  長     会長は本会の代表者とし、本会の活動全般を代表する。 

    ４）副 会 長     会長を補佐し、会長不在時の職務の代行及び総会等の 

進行役。 

    ５）事 務 局     本会の運営を司り会務執行を管掌し、会計の掌握をする。 

    ６）会計監査     収支決算等の本会の会計を監査する。 

７）代表幹事     各期のとりまとめを行い、会務の遂行を補助する。 



 

第１０条（役員の任期） 

    役員の任期は 2年とする。ただし再任を妨げない。 

 

第１１条（役員の解任） 

   役員及び監事は、総会の決議によって解任することができる。 

 

 

第 3章 会議 

第１２条（運 営） 

 １）総会は年 1回以上の開催として、下記の事項等を審議する。 

「事業計画」「予算及び決算」「役員の選任」「会則の改廃」他。 

２) 役員会は会長以下全役員をもって構成し、必要に応じて会務運営の協議の 

ために開催する。 

 

 

第 4章 会計 

第１３条（会計年度） 

１）会計年度は毎年 4月 1日から翌年 3月 31日とし、会計は常に明確にし、 

必要に応じて開示する。 

２）監査 2名により会計監査し、収支報告を総会にて行う。 

 

第１４条（会 費） 

１）年会費は 6月 30日までに会計に収めるものとする。 

２）年会費は一律 3,000円とする。 

３）特別な事業を行う場合、特別会費を徴収できる。 

 

第１５条（寄 付） 

   本会への寄付金については、これを受け入れる。 

 

第１６条（経費の支弁） 

   本会の事業遂行に要する事務経費は、会費及び寄付金をもって支弁する。 

 

 



第 5章 補足 

第１７条（資料等の管理） 

   本会の規約・総会資料等は、事務局にて保管する。 

 

第１８条（細 則） 

   本会の会務運営を円滑にするために緊急を要する事項については、 

会長決裁ができる。 

   ただし、総会にて事後報告をする。 

 

第１９条（変 更） 

   この規約は、総会において出席者の 3分の 2以上の承認があれば変更ができる。 

 

第２０条（設立年月日） 

   本会の設立年月日は、2016年（平成 28年）11月 26日とする。 

  

 

付則 本会則は、2017年（平成 29年）1月 1日より適用する。 

    本会則は、2024年（令和 6年）4月 1日に一部改訂する。 

    本会則は、2025年（令和 7年）5月 11日に一部改訂する。 

 

 

                                                                        以上 


